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通達の解釈方法（読み解き方）を説明

記載例（イメージ）を使用し、間違いやすい点

正しい労使協定の
作り方を理解する

１（１）目的と着地点の共有
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を解説



１（２）同一労働同一賃金の資料掲載ページ（通達を探したり、Q&Aを探すならこのページ！）
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１（３）令和７年度の労使協定に使用する職業分類（令和４年（2022年）改定職業分類）

大分類

中分類

小分類

こちらを
使用する
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第５回改定（令和４年）

職業分類表

第４回改訂（平成23年）
職業分類表



１（４）労使協定セルフチェック（労使協定を作るときに、どれに当てはまるか○をつけてみましょう！）

一般賃金の比較の方法

使用する
統計の種類

職業分類項目
大、中、小の

使い分け

地域指数

通勤手当 退職金ハローワーク別と
都道府県別の

使い分け

賃金構造基本統計調査
※統計使い分ける場合は理由の記載

無し

あり

【静岡】
and

【各ハローワーク】
※賃金を引き下げることを目的に、

使い分けることは適切ではない
※理由の記載

一般通勤手当
R7度（73円加算）加算

選択肢１
（退職金規程）

実費支給
※上限額ある場合

73円
×

協定対象労働者の所定内労働時間（月）
≦

【上限額】
であること（当該旨記載）

※支給しない者がいる場合はその旨記載

選択肢２
（合算及び前払金）

職業安定業務統計
※統計使い分ける場合は理由の記載

あり
※理由の記載

無し

併用 選択肢３
（中退共等と合算併用）
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１ 通達の発出日と適用年度を確認（適用年度の前年の夏に発出された通達を使う）

２ 通達の中身をカテゴライズ
（１）第１ 基本的な考え方（趣旨・目的）

★（２）第２ 一般賃金の取扱い（一般基本給賞与等・一般通勤手当・一般退職金）

（３）第３ 協定対象派遣労働者の賃金の取り扱い（基本給賞与手当等・通勤手当・退職金）

（４）第４ 労使協定の締結における留意点（第５は省略）

★（５）各種統計（別添１ 賃金基本統計調査・別添２ 職業安定業務統計）

★（６）地域指数（別添３ 都道府県別及びハローワーク別）

★（７）退職金に使用する統計 （選択肢１「退職手当制度で比較する場合」を選択した場合）

３ 年度ごと数値が変更される可能性のある点を押さえる
（１）一般基本給賞与等（能力経験調整指数）

（２）一般通勤手当（合算及び月の給与と併せて支給する場合 ○円 ※R6度 72円 → R7度 73円）

（３）一般退職金（合算及び前払い退職金の○％ ※ R6度 5% → R7度５％ 変更なし）

（４）各種統計（基準値 ※職業分類が変更になる場合は職種ごとの番号や名称も併せて確認必須！）

（５）地域指数（静岡：R6度 100.5 → R7度 100.7）

（６）退職金に使用する統計（退職手当制度がある企業割合・受給に必要な所要年数・支給月数）

２ 職業安定局長通達の読み解き方のコツ（★は年度ごと数値が変更される可能性のある点）
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１ 通達の発出日と適用年度を確認（適用年度の前年の「８月※例年」に発出された通達を使う）

２ 職業安定局長通達の読み解き方のコツ

通達に記載の一般賃金が上がったにもかかわらず、
過去の通達を使い続けることにより、一般賃金を下回ってしまった場合、

派遣労働者に対して当該差額分を補填するため、
遡及して賃金を支払う等の作業が発生する場合がある

過去の通達は使わない！
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もし使い続けてしまった場合…



２（１） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の発出日と適用年度を確認】

適用年度を間違えないように

適用年度の前年の８月に発出※例年
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２ 通達の中身をカテゴライズする

（１）第１ 基本的な考え方（趣旨・目的）

★（２）第２ 一般賃金の取扱い（一般基本給賞与等・一般通勤手当・一般退職金）

（３）第３ 協定対象派遣労働者の賃金の取り扱い（基本給賞与手当等・通勤手当・退職金）

（４）第４ 労使協定の締結における留意点（第５は省略）

★（５）各種統計（別添１ 賃金基本統計調査・別添２ 職業安定業務統計）

★（６）地域指数（別添３ 都道府県別及びハローワーク別）

★（７）退職金に使用する統計 （選択肢１「退職手当制度で比較する場合」を選択した場合）

２ 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

（★は年度ごと数値が変更される可能性のある点）
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２（２） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

第１ 基本的の考え方（通達P２～P5）

１ 趣旨・目的
２ 賃金の決定方法の考え方
３ 賃金の決定方法の要件

（１）一般賃金
・一般賃金の定義
・一般の労働者＝無期雇用かつフルタイム労働者
・派遣先の事業所の考え方
・諸手当含むが時間外手当は含まない

（２）協定対象派遣労働者の賃金
・諸手当含むが時間外手当は含まない

（３）同等以上の考え方
・比較を簡便にする観点から時給換算した額を比較

４ 賃金改善規程について
・職務の内容、成果、意欲、能力等の向上が認め

られた場合賃金が改善されるものでなければな
らない

５ 適用日の考え方
・４月１日～翌年３月31日

「基本的な考え方」は、労使協定を作る上で、趣旨や目的といった押さえるべき点や、一般賃金等の定義が記載されている
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２（２） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

第２ 一般賃金の取扱い（通達P５～P９）

１ 基本給・賞与・手当等（通達P5～P7）

（１）一般基本給・賞与等の考え方

・職種別基準値×能力経験調整指数×地域指数

（２）一般基本給・賞与等の額
・別添１の統計に記載されている数値は、既に能力経験調整指数が

乗ぜられているため、そのまま使用

※ただし、基準値0年に地域指数を乗じた後、地域別最低賃金を

下回った場合は、基準値0年の値を、地域別最低賃金まで引き

上げた後、通達５ページ記載の表（能力経験調整指数）を乗じて

計算し直す必要がある

・地域指数は都道府県別及びハローワーク別のいずれかを使用

（使い分け可）

①賃金構造基本統計調査の留意点

・企業規模10人以上の企業で雇用されている無期雇用かつフルタイム

労働者の所定内給与額及び特別給与額（賞与等）を12ヶ月で除し、

時給換算したもの

②職業安定業務統計の留意点

・ハローワークで受理した無期雇用かつフルタイムの労働者の求人

賃金の下限額の平均を時給換算した額

「一般賃金の取扱い」には、協定対象派遣労働者の賃金と比べるための数値である、世間一般の無期雇用かつフルタイム労働者の

「一般基本給・賞与等（職種別基準値×能力経験調整指数×地域指数）」「一般通勤手当」「一般退職金」の計算方法や考え方について記載されている
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２（２） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

○地域別最低賃金と一般基本給・賞与等との関係について

通達別添１、別添２に記載されている各職種の基準値０年に、地域指数を

乗じた際、地域別最低賃金を下回っていた場合は、以下の順番で計算するこ

と

例）

使用する通達：令和７年度適用の通達（令和６年８月27日発出）

使用する統計：別添２ 職業安定業務統計

職種：看護助手（小分類 02801）

基準値０年：991円

派遣先の所在地：浜松市

使用する地域指数：静岡県内全域に派遣する可能性があることから、

都道府県別地域指数「静岡（100.7）」を使用

●計算式

991円×100.7％＝998円（円未満切り上げ）

998円 ≦ 1,034円（静岡県最低賃金R6.10.1以降）

※静岡県の地域別最低賃金を下回っている！！

そこで…以下の作業を開始！

①998円（地域指数乗じた後の数値）を1,034円に引き上げる

②引き上げた1,034円に、左赤枠の中の「能力・経験調整指数」を

乗ずる（円未満切り上げ）

③0年（1,034円）１年（1,200円）２年（1,286円）３年（1,314円）…

※１年、２年、３年、５年、10年以降も再計算することがポイント！

④③で算出した一般基本給・賞与等の金額に、一般通勤手当を加算

若しくは当該金額に一般退職金（５％）を乗じた額を加算する等

労使協定で定めた比較の方法により一般賃金を定める
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２（２） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

第２ 一般賃金の取扱い（通達P５～P９）

２ 一般通勤手当（通達P7～P８）

（１）実費により支給する場合
・実費支給の上限額がある場合、当該上限額を協定対象派遣労働者の

平均的な所定内労働時間１時間あたりに換算した金額が73円（R7度）

以上であること

（２）一般通勤手当73円を毎月給与等と併せて支給

15



２（２） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

第２ 一般賃金の取扱い（通達P５～P９）

３ 一般退職金（P8~P9）

（１）退職手当制度で比較する場合
・通達の別添４に記載のいずれかの統計を使用して算出

・派遣元に退職金制度がある場合に使用可

①退職手当制度が有る企業の割合 【○○％】

②退職手当の受給に必要な所要年数 【何年目から支給】

③退職手当の支給月数【勤続○年の人に、離職理由の別ごと○ヶ月分支給】

★勤続何年から支給するのか…②を参考にする

★支給する場合は何ヶ月分支給するのか…【③×①＝一般退職金】

※支給月数の統計は、退職金を支払っている企業を対象に調査している

ため、①を③の支給月数に乗ずることで、支給していない企業の割合を

算入し、一般的な(平均的な）一般退職金としての正確性を担保している

（２）「前払い」による支払いの場合※合算方法は後半に説明

・毎月の給与等と併せて、前払い退職金として、一般基本給・賞与等に一般

退職金５％を乗じた額（円未満切上）を支給する方法

・一般基本給・賞与等に一般退職金５％を乗じた額（切り上げ）を、

一般基本給・賞与等に加算し、協定対象派遣労働者の賃金と比較する方法

（３）中小企業退職金共済制度等に加入する場合
・中退共等に事業主負担として毎月掛け金を支払う方法

※ただし、費用の割合が一般基本給賞与等の５％を下回る場合は、（２）

及び（３）の併用等により一般退職金と同等以上を確保する必要がある
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２（２） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

第３ 協定対象派遣労働者の賃金の取扱い
（通達P９～P11）

１ 基本給・賞与・手当等（通達P９上段）

（１）基本給
・個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額

（２）賞与・手当等 ※以下のいずれかを選択することも可

・個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額

・直近の事業年度で協定対象派遣労働者に実際に支給された額

・協定対象派遣労働者に支給される見込額の平均額 等

※算出根拠としていずれかを選択することも可

２ 通勤手当（通達P９下段）

（１）実費により支給する場合
・一般通勤手当第２の２（１）と同じ

（２）一般通勤手当73円と同等以上の額を毎月給与等と

併せて支給する方法
・直近の事業年度で協定対象派遣労働者に実際に支給された額

・協定対象派遣労働者に支給される見込額の平均額 等

※ただし、当該時給換算額が一般通勤手当の73円以上であること

「協定対象派遣労働者の賃金の取扱い」には、一般賃金と比べるための数値派遣元で雇用されている労使協定の対象となる派遣労働者の

「基本給」「賞与手当等」「通勤手当」「退職金」の計算方法や考え方について記載されている
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２（２） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

第３ 協定対象派遣労働者の賃金の取扱い（通達P９～P11）

３ 退職金（通達P10）

（１）退職手当制度で比較する場合

★一般退職金第２の３（１）と同等以上であること

・全ての協定対象派遣労働者に適用されるものであること

・退職手当の決定、計算及び支払い方法等が明確なものであること

（２）「前払い」による支払いの場合
★一般退職金第２の３（2）と同等以上であること

・個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額

・直近の事業年度で協定対象派遣労働者に実際に支給された額

・協定対象派遣労働者に支給される見込額の平均額 等

※算出根拠としていずれかを選択可

（３）中小企業退職金共済制度等に加入する場合

・中退共等に事業主負担として毎月掛け金が一般退職金を上回って

いる場合は、同等以上とみなす

※ただし、費用の割合が一般基本給賞与等の５％を下回る場合は、

（２）及び（３）の併用等により一般退職金と同等以上を確保

する必要がある
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２（２） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

第３ 協定対象派遣労働者の賃金の取扱い（通達P９～P11）

４ 「基本給・賞与・手当等」、「通勤手当」「退職金」の全部又は

一部を合算する場合の取り扱い（通達P11）

★合算により比較する場合は、以下の取り扱いである必要がある

○パターン１

【一般基本給・賞与等】+【一般通勤手当73円】

≦ 【基本給・賞与・手当等】+【通勤手当】

○パターン２

【一般基本給・賞与等】+【一般退職金５％乗じた額】

≦ 【基本給・賞与・手当等】+【退職手当】

○パターン３

【一般基本給・賞与等】+【一般通勤手当73円】+【一般退職金５％乗じた額】

≦ 【基本給・賞与・手当等】+【通勤手当】+【退職手当】

19



２（２） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

第４ 労使協定の締結における留意点（通達P11～P13）

１ 基本給・賞与・手当等（P11~P12）

（１）職種の基準値
・別添１ 賃金構造基本統計調査・別添２ 職業安定業務統計のうち、どの職種の基準値を

労使協定に使用するのか、労働者が従事する業務と最も近いと考えられるものを選択し、

労使で十分に協議すること

・複数の業務を行っている場合は、中核的業務を参照

・賃金を引き下げることを目的に統計・分類・職種を使い分けないこと

・統計を使い分ける場合は、その理由を労使協定に記載すること

（２）能力・経験調整指数
・派遣労働者の能力や経験を踏まえつつ、一般の労働者の勤続何年目相当に該当するかを

考慮して適切なものを選択し、労使協定に定めること

（３）地域指数
・派遣労働者の能力や経験を踏まえつつ、一般の労働者の勤続何年目相当に該当するかを

考慮して適切なものを選択

・派遣先の事業所の所在地その他派遣就業の場所の所在地を含む都道府県または、ハロー

ワーク別地域指数を選択し、労使協定に定めること

・賃金を引き下げることを目的に指数を使い分けないこと

・指数を使い分ける場合は、その理由を労使協定に記載すること

留意点には、「協定に定めるべき内容」や「統計や指数を選択する時のルール」等が記載されている

20



２（２） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

第４ 労使協定の締結における留意点（通達P11～P13）

２ 通勤手当（P13）

（１）実費支給により同等以上を確保する場合
・実費支給の旨を労使協定に定めること

・上限がある場合は、１時間あたりに換算した額を労使協定に定め、

一般通勤手当73円と同等以上である旨を定めること

（２）一般通勤手当73円と同等以上の額を毎月給与等と

併せて支給する方法及び合算による方法にて比較

する場合
・一般通勤手当73円と同等以上である旨、並びに毎月の給与と併せて

支払う旨又は合算により比較する旨を労使協定に定めること

21



２（２） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

第４ 労使協定の締結における留意点（通達P11～P13）

３ 退職手当（P13）

（１）退職手当制度で比較する場合
・一般退職金で設定した退職金制度（別表）と協定対象派遣労働者に

準用する退職金制度（別表）を労使協定に定めること

（２）前払い退職金及び合算による方法にて比較する場合
・一般退職金「５％」と同等以上である旨、並びに毎月の給与と併せて

支払う旨又は合算により比較する旨を労使協定に定めること

（３）中小企業退職金共済制度等に加入する場合
・当該旨を労使協定に定めること

22



２（２） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

（５）各種統計
別添１ 賃金構造基本統計調査（P19～P22） ２ 職業安定業務統計（P23～P34）

協定対象派遣労働者が従事する業務と最も近いと考えられるものを選択

統計や、大・中・小分類を使い分けるならその旨及び理由を労使協定に記載すること 23



２（２） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

（５）各種統計
別添３ 都道府県別地域指数（P35） ハローワーク別地域指数（P36～P50）

地域の物価水準等を反映させるために地域指数を乗ずる

地域指数を使い分けるならその旨及び理由を労使協定に記載すること 24



２（２） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ【通達の中身をカテゴライズする】

（５）各種統計
別添４ 退職手当制度がある企業の割合 退職手当がある企業の割合 退職手当の支給月数（P51～）

退職金支払い方法「選択肢１」を選択した場合に使用する統計
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目 次
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３ 年度ごと数値が変更される可能性のある点を押さえる

（１）一般基本給賞与等（能力経験調整指数）

（２）一般通勤手当（合算及び月の給与と併せて支給する場合 ○円 ※R6度 72円 → R7度 73円）

（３）一般退職金（合算及び前払い退職金の○％ ※ R6度 5% → R7度５％ 変更なし）

（４）各種統計（基準値 ※職業分類が変更になる場年度は職種ごとの番号や名称も併せて確認必須！）

（５）地域指数（静岡：R6度 100.5 → R7度 100.7）

（６）退職金に使用する統計（退職手当制度がある企業割合・受給に必要な所要年数・支給月数）

２ 職業安定局長通達の読み解き方のコツ

毎年必ず厚生労働省のホームページを確認し
通達の数値をチェック！
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２（３） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ
【年度ごと数値が変更される可能性のある点を押さえる】
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２（３） 職業安定局長通達の読み解き方のコツ
【年度ごと数値が変更される可能性のある点を押さえる】
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小休止・・・労使協定でよくある間違いについて（その１ 法違反等により指導の対象になり得る）

• 過半数代表者の選出が不適切（目的明らかにしていない、派遣労働者にのみ信任不信任の是非を問うている等）によりそもそも

労使協定が無効となっている

• 待遇決定方法について、労使協定方式か派遣先均等均衡方式か選択する判断を、派遣先を理由にしている

• 労使協定締結後、協定の範囲に定めていない職種への派遣が開始したにも関わらず、当該職種について労使協定に定めていない

（一般賃金と比較していない）

• 使用する通達が過去の通達を使用しており、協定対象派遣労働者の賃金が一般賃金を下回ってしまっている

• 一般基本給賞与等に地域指数を乗じた額が地域別最低賃金を下回っているにも関わらず、通達別添１若しくは別添２の統計に記

載されている基準値をそのまま使用してしまっている

• 最低賃金が年度途中に変更になったにもかかわらず、点検を行っていないため、基準値０年に地域指数を乗じた額が地域別最低

賃金を下回っている

• 地域指数を参照する地域は間違っていないが引用している数値が誤っている

• 地域指数、統計、大分類、中分類等を使い分ける場合、当該理由について記載しなければならないところ記載無し

• 地域指数、統計、大分類、中分類等を使い分ける場合、当該理由が賃金を引き下げることを目的に行われている

• 通勤手当に上限額（月額）を設けているが、【一般通勤手当〇円 × 協定対象派遣労働者の平均的な所定内労働時間（月）】を

下回っている
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小休止・・・労使協定でよくある間違いについて（その２ 法違反等により指導の対象になり得る）

• 労使協定本文には通勤及び退職手当を合算方法により支払う旨記載あるが、協定内別表では、なんら加算されていないため、適

切に比較できていない

• もともと賞与手当等を支払っておらず、時給のみ支給しているにも関わらず、労使協定に賞与手当等を支払うような記載があり

実態に則していない逆に賞与手当等を支払っているにも関わらず、協定内別表で比較に用いる賞与及び手当額の算出根拠の記載

が無い）

• 退職手当を中退共に加入することにより同等以上を確保するとしているが、掛け金額が一般退職金を下回っている

• 退職手当を中退共に加入することにより同等以上を確保するとしているが、掛け金を支払い始める雇用期間が「○年以上雇用し

た者を対象に」等と限定している

• 賃金テーブル（対応表等）が定められていない

• 公正評価規程や賃金改善規程が定められていない若しくは公正評価規程は規定されているが、評価シート等具体的な基準の記載

がない

• 賃金改善規程について定められてはいるが「昇給させる場合がある」等、賃金が改善しない可能性がある旨の記載がある

• 賃金改善規程で能力手当について規定しているにも関わらず、公正評価規程では賞与や昇給について言及しており齟齬が生じて

いる

• 労使協定を口頭での説明や事務所への備え付けに留まっており、配布、イントラネットへの掲載等適切に周知していない
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過半数労働組合や過半数代表者と
労使協定を締結してください！

他記載例

過半数労働組合
過半数代表者を
選出するための

留意事項

○過半数代表者を選出するときの具体的な手順(例)
労働者派遣法第30条の４第１項における労使協定
の締結をする過半数代表者を選出するため、立候補

者を募る

↓
立候補者あり（他薦）

↓

当該候補者を、当該目的により過半数代表者として
信任の是非を全労働者に対して問う

※メールや返信等不応答により信任したものとみな
すことはみとめられない
※管理職や役員以外の派遣・派遣以外の全ての労働
者が対象

↓

労働者51名／100名 過半数の信任

↓

過半数代表者として適切に選任される

↓

労使協定を締結する
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対象となる派遣労働者の「範囲」を
定めてください！

○範囲の定め方
・職種で分ける：可
・雇用形態で分ける：可
・派遣先によって分ける：不可

分け方には注意が必要！
「客観的基準」である必要があり、

主観的・抽象的な基準では認められない

○労使協定の目的を考える
労使協定はそもそも派遣労働者の中長期

的なキャリアアップを目的に締結されるこ
とを記載

○待遇決定方法を頻回に変えない
労働契約期特段の事情が無い限り、待遇

方法を変更しない旨を記載

他記載例

複数の職種を協定内に定める場合の留意事項
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協定対象派遣労働者に支払われる賃金を
記載してください！

○記載内容
給与規程に定められている各種手当を列挙

する

○給与規程の準用
手当の数等が多い場合は、規程を準用する

旨記載でも可
※但し、当該規程を協定に添付

○通勤手当及び退職金の記載
月の給与と併せて通勤手当を支給する場合

や、前払い退職金を支払う場合は、賃金の構
成として記載する必要がある

一方、合算方法により一般賃金と同等以上
を確保する手法をとる場合は、協定対象派遣
労働者の基本給賞与等に内包されるため、項
目として記載する必要はない
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一般賃金全体の決定方法を
定めてください！

職種と派遣先の事業所所在地が
複数有る場合の記載例

一般基本給・賞与等の決定方法を
定めてください！

一般賃金が下がったことによる
不利益変更について

賃金構造基本統計調査
職業安定業務統計

各統計を使い分ける場合

職種を、大・中・小分類と
使い分ける場合

の理由の記載について

使い分ける場合の記載例

○要注意！
・引用する通達の年度等の文書

番号を更新すること
・【別表１、２】【別添１、２】

を整理すること
【別表】→協定内の別表
【別添】→通達内の添付資料

・賃金を引き下げることを目的に
統計や職種の大中小を使い分ける
ことはできない
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小分類使用

中分類使用

小分類・中分類を
使い分ける理由

割愛

○その他記載例
別添２職業安定業務統計
を使用する場合で、
職種を選択する際に
中分類や小分類を
使い分ける場合の記載例

賃金構造基本統計調査
職業安定業務統計
２種類以外の独自の
統計を使用する派遣元が
参考にする内容であり、
当セミナーでは割愛
独自統計を使用する場合は
一度管轄労働局へ
ご相談ください
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地域調整（地域指数）
について定めてください！

時間外労働手当、
深夜･休日労働手当について

定めてください！

○要注意！
・地域指数を選択する基準は

原則、派遣先の事業所の所在地
であり、「就業場所」ではない

・賃金を引き下げることを
目的に地域指数を都道府県と
ハローワークの指数を
使い分けることはできない

地域指数を
使い分ける場合の

記載例
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支給条件に徒歩圏内
記載例

上限額がある場合
記載例

毎月給与と併せて支給
により、同等以上確保

記載例

合算方法により、
比較する場合

記載例

一般通勤手当について定めてください！

○定め方によって記載内容が異なる点に注意
・実費支給で同等以上とするの場合

支給除外の対象の定めがある場合はその旨
（徒歩、○キロ圏内等）
上限額がある場合はその旨
※ただし、

一般賃金73円×協定対象派遣労働者の
平均的な所定内労働時間数と同等以上で
あることが条件

・毎月の給与と併せて支給することで同等
以上を確保する場合
令和７年度の一般通勤手当73円と同等以上
であることを記載

・合算方法により比較する場合
合算比較する旨記載
別表１で一般賃金と協定対象派遣労働者の
賃金を比較する際に、当該別表１に一般
通勤手当73円を加算する旨追記
※別表１記載例参照 39



一般退職手当について定めてください！

○定め方によって記載内容が異なる点に注意
・選択肢１ 退職手当制度で比較する場合

選択肢１で比較する旨を協定に記載すること
【通達別添４】に記載の以下の統計を計算し一般退職金
を定める
更に、協定内に別表を作成し、比較する
① 退職手当の受給に必要な最低勤続年数【A】
② 退職手当制度がある企業の割合【B】

退職手当の支給月数【C】
【A＝一般退職金支給最低勤続年数の検討材料】
【B×C＝一般退職金支給月数（金額）】

・選択肢２ 前払い退職金で比較する場合
選択肢２で比較することを協定に記載すること
令和７年度 一般退職金（５％）と同等以上である旨記載

・選択肢３ 中退共制度等に加入する場合
選択肢３で比較することを協定に記載すること
中退共等の費用負担（月額）が、一般退職金５％を
下回る場合は、その差額を選択肢２と併用及び合算方法
を併用することで、一般退職金と同等以上を確保する

・合算方法により比較する場合
合算比較する旨記載
別表記載の一般基本給・賞与等に加算して比較
※円未満切上げ

選択肢１の記載例

選択肢２の記載例

選択肢３の記載例

退職金の支払い方を
労働者の区分で分ける

場合の記載例

退職手当のみを

合算方法により比較する
場合の記載例
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通勤手当と
退職手当の２つを

合算方法により比較する
場合の記載例

協定対象派遣労働者の賃金の算定方法について
定めてください！

○賃金テーブル（対応表）を作る
・選択の方法

勤続年数ではなく、業務の内容、難易度が
一般の労働者の勤続何年目に相当する額か
という観点で選択

○注意点
10年目の職務の内容を考える際、明らかに
派遣労働者が担当し得ない業務内容等を定め、
実際に10年目相当の職務に就けないような
仕様になっている場合は、労使協定の趣旨に
反するため、指導の対象となり得る。

一般的な
対応表の記載例

対応関係が不明瞭な場合は、
指導の対象となり得る

割愛
当セミナーでは割愛

この記載例を
使用する場合は

一度管轄労働局へ
ご相談ください

一般退職手当について定めてください！
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協定対象派遣労働者の通勤手当の支払方法を
記載してください！

○記載例の語尾に注目
・「～を支給する」

協定対象派遣労働者の賃金を定める場合、
記載例の語尾が「～を支給する」となっている。
一方、一般賃金は「～とする」となっている。
一般賃金は、
「比較対象となる額を、どのように定めるのか」
協定対象派遣労働者の賃金は、
「労働者にどのように支払うのか」
といった視点で記載例に定められている。

支給条件に徒歩圏内
記載例

上限額がある場合
記載例

毎月給与と併せて支給
により、同等以上確保

記載例

毎月給与と
併せて支給するが、

当該額が73円（R7度）に
満たない場合の差額分を

合算方法により、
支給する場合

記載例
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協定対象派遣労働者の退職手当の
支払方法を記載してください！

○一般賃金同様、支払い方によって記載例
が異なる

・選択肢１ 退職手当制度
記載例７ページ（四）【スライド赤枠】

記載例のように比較する際の条件に
ついて記載

・選択肢２ 前払い退職金
給与規定等で前払い支給することが
明らかになっている場合は、記載例
【前払いの方法をとる場合の記載例】を
参照

・選択肢３ 中退共等に加入している場合
記載例【中小企業退職金共済制度等への
加入の方法をとることにしている場合】
を参照

・選択肢2.３ 中退共等に加入しているが、
当該掛け金が、一般退職金を下回る場合
記載例【中小企業退職金共済制度等への
加入の方法をとることにしているが、
一般基本給・賞与等の５％の額とならな
い場合の記載例】を参照

選択肢１

選択肢２

選択肢３

選択肢３
（一般賃金下回る）

割愛

割愛
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賃金改善規程
公正評価規程を

記載してください！

○賃金改善規程
対象派遣労働者の勤務評価の結果、たと

え同じ職務の内容であったとしても、その
経験の蓄積及び能力の向上があると認めら
れた場合には、賃金の改善が行われる旨記
載

○公正評価規程
派遣労働者の基本給や賞与が経営者の一

存で決定されるのではなく、客観的基準に
基づいて公正な評価方法を用いて一どのよ
うな内容で行われるか記載

○注意点
賃金改善規程で「能力手当を支給」と記

載あるにも関わらず、公正評価規程の主語
が、「派遣労働者の昇給は」「派遣労働者
の賞与は」となっていることは、協定内で
齟齬が生じているため、場合によっては訂
正が必要

昇給レンジの記載例

高度な業務に係る派遣就業機会の提供 記載例

就業規則を準用する際の注意事項
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賃金以外の待遇を記載してください！

教育訓練を記載してください！

その他について記載して下さい！

有効期間について記載して下さい！

有効期間を２年以内とすること
が望ましい旨について記載

使用者と
過半数代表者

(過半数労働組合）の

署名
or

記名押印
が必要!
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通勤手当・退職手当合算しない場合

通勤手当・退職手当合算しない場合
（地域指数乗じた後に、地域別最低賃金を下回った場合の記載例）

通勤手当を合算する場合

通勤手当を月々の給与と併せて支給するものの、
一般通勤手当73円（R7度）に満たなかった場合（差額12円）※例

協定対象派遣労働者の賃金と比較するために、一般賃金を記載して下さい！
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退職手当のみ合算する場合

通勤手当と退職手当を合算する場合

職種が複数あり、派遣先の事業所の
所在地も複数ある場合

中退共等加入しているが、一般退職金５％（R7度）に
満たない場合（差額１％※例）

協定対象派遣労働者の賃金と比較するために、一般賃金を記載して下さい！
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対象派遣労働者の賃金が一般賃金と同等以上であることを記載してください！

○作成のポイント
・職務の内容は、実態に合わせて具体的に記載
・基本給額は実際に協定対象派遣労働者に支払われる賃金額を記載
・賞与額・手当額は以下のとおり

①個々の協定対象派遣労働者に実際に支給される額
②直近の事業年度において協定対象派遣労働者に支給された額の平均額
③標準的な協定対象派遣労働者に支給される額

※そもそも賞与や手当を支給しないのであれば記載不要
・協定で定めた賃金テーブルと齟齬が内容に注意
・備考欄に賞与の算出根拠を記載
・職種ごと表を作成するとわかりやすい
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対象派遣労働者の退職手当を、基本給・賞与・手当等と分離して支給する場合の比較表（選択肢１で支給する場合）

○作成のポイント
・通達「別添４」に定める退職手当の各種統計を使用
・基本給額は実際に協定対象派遣労働者に支払われる額記載

① 退職手当の受給に必要な最低勤続年数【A】
② 退職手当制度がある企業の割合【B】

退職手当の支給月数（及び金額）【C】
【A＝一般退職金支給最低勤続年数の検討材料】
【B×C＝一般退職金支給月数（金額）】

B 退職手当制度がある
企業の割合

A 退職手当の受給に
必要な所要年数

C 退職手当の
支給月数（及び金額）

【B】×【C】
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その他労使協定の締結に際しての注意点

○労使協定の周知（労働者派遣法第30条の４第２項）
雇用する労働者に対して以下の方法により周知の義務がある

①書面の交付
②労働者が希望した場合はFAX又はメール
③労働者が常に確認できるイントラネットへの掲載
④【労使協定の概要】を作成し、配布した場合に限り、掲示板等への掲示

○労使協定の保存（労働者派遣法施行規則第25条の12）
労使協定の有効期間が終了してから３年間の保存義務がある

○待遇の相違の内容及び理由の説明（労働者派遣法第31条の２第４項）
派遣元は協定対象派遣労働者の賃金が労使協定で定めた

事項及び労使協定の定めによる公正な評価に基づき決定
されていることについて説明の義務がある

加えて、協定対象派遣労働者の待遇について、
当該待遇が労使協定で定めた決定 方法に基づき決定
されていることなど、協定対象派遣労働者に対して
説明しなければならない 50
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４ まとめ

○厚生労働省のホームページで通達を毎年確認！
・令和７年度適用の労使協定は、令和６年８月27日に発出された通達を使用

○通達は、カテゴライズして必要な部分を集中的
に読み解く！
・通達やイメージ（記載例）は、一見するとページ数が多く見えるが、自社に

該当する点と、該当しない点を整理することで、読み解きやすくなる

○数値が毎年変更される点を特にチェック！
・数値の変更点を労使協定本文及び労使協定内「別表」に反映させ、正しい

一般賃金と比較すること
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今後のセミナーのご案内
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請負適正化セミナー
申込みページ

派遣先セミナー
申込みページ



終わりに《参加者アンケートについて》

Zoomの「退出」ボタ
ンを押すと画面上に
「参加者アンケート」
が表示されます。
回答後「送信」ボタン
を押してください。

Thank You For Viewing♪
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